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議
員

本
市
に
は
、
子
育
て

支
援
に
か
か
わ
る
計
画
と
し

て
す
で
に
改
定
平
塚
市
母
子

保
健
福
祉
計
画
な
ど
が
策
定

さ
れ
て
い
る
が
、
今
回
、
次

世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法

に
基
づ
い
て
策
定
さ
れ
る
平

塚
市
次
世
代
育
成
支
援
行
動

計
画
と
の
関
係
を
伺
い
た
い
。

健
康
福
祉
部
長

こ
の
行
動

計
画
は
、
す
べ
て
の
子
供
と

そ
の
家
庭
を
対
象
と
し
た
本

市
に
お
け
る
子
育
て
、
子
育

ち
を
支
援
す
る
基
本
的
な
方

向
等
や
具
体
的
な
取
り
組
み

を
定
め
て
い
る
。
行
動
計
画

の
内
容
に
は
児
童
育
成
計
画

の
す
べ
て
を
引
き
継
ぎ
、
改

定
母
子
保
健
計
画
に
掲
げ
る

母
性
な
ら
び
に
乳
児
の
健
康

の
確
保
お
よ
び
増
進
に
関
す

る
部
分
を
位
置
づ
け
て
い
る
。

議
員

行
動
計
画
に
定
め
る

事
業
の
進
行
管
理
の
た
め
、

児
童
サ
ー
ビ
ス
調
整
部
会
を

組
織
し
、
各
事
業
の
進
捗
状

況
を
市
民
に
公
表
す
る
と
あ

る
が
、
市
民
の
意
見
等
を
受

け
入
れ
る
考
え
は
あ
る
の
か
。

健
康
福
祉
部
長

各
事
業
の

進
捗
状
況
を
公
表
す
る
際
に

市
民
か
ら
意
見
を
募
り
、
事

業
の
推
進
や
計
画
の
見
直
し

に
反
映
し
た
い
。

議
員

児
童
福
祉
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
が
本
年
四

月
に
施
行
さ
れ
る
が
、
支
援

行
動
計
画
の
中
に
あ
る
児
童

虐
待
の
防
止
に
つ
い
て
、
本

市
の
体
制
を
伺
い
た
い
。

健
康
福
祉
部
長

本
市
で
は
、

児
童
福
祉
法
の
一
部
改
正
を

先
取
り
す
る
形
で
、
相
談
や

現
地
確
認
等
を
行
っ
て
き
た
。

家
庭
児
童
相
談
室
が
中
心
と

な
り
虐
待
の
発
見
、
調
査
、

介
入
、
援
助
の
各
段
階
で
中

央
児
童
相
談
所
と
連
携
し
、

援
助
活
動
等
を
行
っ
て
お
り
、

法
改
正
後
も
同
様
の
体
制
で

対
応
す
る
考
え
で
あ
る
。

議
員

法
の
改
正
に
よ
り
、

支
援
内
容
に
係
る
協
議
を
行

う
要
保
護
児
童
対
策
協
議
会

を
設
置
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

本
市
は
、
平
塚
市
子
育
て
支

援
（
児
童
虐
待
防
止
等
）
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
を
組
織
し
て
い

る
が
、ど
う
対
応
す
る
の
か
。

健
康
福
祉
部
長

十
七
年
度

か
ら
、
こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
構
成
員
を
拡
充
し
て
要
保

護
児
童
対
策
協
議
会
を
設
置

す
る
。
ま
た
虐
待
予
防
等
の

た
め
、
関
係
機
関
と
連
携
を

図
り
機
能
的
な
体
制
と
な
る

よ
う
準
備
を
進
め
て
い
る
。

議
員

発
達
障
害
者
の
心
理

機
能
の
適
正
な
発
達
お
よ
び

円
滑
な
社
会
生
活
の
促
進
の

た
め
に
発
達
障
害
の
症
状
を

で
き
る
だ
け
早
期
に
発
見
し
、

発
達
支
援
を
行
う
こ
と
を
目

的
と
し
て
、
発
達
障
害
者
支

援
法
が
本
年
四
月
に
施
行
さ

れ
る
が
、
本
市
の
発
達
障
害

児
（
者
）
に
対
す
る
取
り
組

み
を
聞
き
た
い
。

健
康
福
祉
部
長

注
意
欠
陥

多
動
障
害
等
の
発
達
障
害
は
、

一
般
的
に
は
理
解
が
進
ん
で

い
な
い
。
改
定
・
平
塚
市
障

害
者
福
祉
計
画
の
中
に
は
発

達
に
つ
い
て
位
置
づ
け
た
事

業
が
あ
り
、
障
害
特
性
の
理

解
に
向
け
啓
発
活
動
の
実
施

が
必
要
と
考
え
て
い
る
。
発

達
障
害
児
（
者
）
の
支
援
に

は
、
乳
幼
児
期
健
診
の
充
実

や
障
害
の
早
期
発
見
・
早
期

療
育
体
制
の
確
立
、
小
・
中

学
校
で
の
特
別
支
援
教
育
体

制
の
構
築
、
卒
業
後
の
就
労

機
会
の
確
保
等
、
生
涯
に
わ

た
る
体
制
づ
く
り
が
必
要
と

考
え
る
。

議
員

今
後
の
具
体
的
取
り

組
み
を
伺
い
た
い
。

健
康
福
祉
部
長

従
前
か
ら

発
達
障
害
児
を
含
む
療
育
相

談
を
行
っ
て
い
る
が
、
小
児

精
神
科
医
の
配
置
等
に
よ
り
、

体
制
強
化
を
図
っ
て
い
き
た

い
。
ま
た
、
学
校
教
育
で
は

個
別
支
援
計
画
の
作
成
を
予

定
し
て
お
り
、
こ
の
計
画
は

療
育
、
学
校
教
育
、
そ
し
て

就
労
と
い
う
一
貫
し
た
支
援

体
制
を
継
続
し
て
い
く
こ
と

が
基
本
と
な
る
。
さ
ら
に
、

本
市
が
委
託
し
て
実
施
す
る

ひ
ら
つ
か
就
労
援
助
セ
ン
タ

ー
で
は
、
就
労
相
談
、
企
業

開
拓
の
支
援
等
を
行
う
考
え

で
あ
る
。
今
後
も
支
援
体
制

の
充
実
に
努
め
て
い
き
た
い
。

議
員

地
域
福
祉
推
進
の
流

れ
に
沿
っ
て
、
本
市
で
は
地

域
福
祉
計
画
を
策
定
し
、
町

内
福
祉
村
の
設
立
も
進
ん
で

い
る
。
地
域
福
祉
を
さ
ら
に

推
進
・
充
実
す
る
上
で
、
地

区
社
会
福
祉
協
議
会
と
町
内

福
祉
村
の
役
割
分
担
に
つ
い

て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る

の
か
聞
き
た
い
。

健
康
福
祉
部
長

本
市
で
は
、

地
域
福
祉
計
画
を
基
本
的
な

指
針
と
し
て
、
市
民
の
参
加

や
参
画
を
得
な
が
ら
、
地
域

の
福
祉
の
課
題
解
決
に
取
り

組
ん
で
い
る
。
町
内
福
祉
村

の
設
立
に
当
た
っ
て
は
、
地

元
で
設
立
準
備
委
員
会
を
設

置
し
て
運
営
や
事
業
の
取
り

組
み
を
協
議
し
、
地
区
社
会

福
祉
協
議
会
と
事
業
の
分
担

を
話
し
合
い
で
決
め
て
い
る
。

町
内
福
祉
村
と
地
区
社
会
福

祉
協
議
会
の
役
割
分
担
は
、

ま
ず
地
元
で
の
話
し
合
い
が

行
わ
れ
る
こ
と
が
第
一
で
あ

る
が
、
敬
老
祝
賀
会
な
ど
の

地
区
全
体
を
対
象
と
し
た
行

事
的
な
事
業
は
地
区
社
会
福

祉
協
議
会
が
行
い
、
個
別
の

生
活
支
援
活
動
等
の
日
常
的

な
事
業
は
町
内
福
祉
村
が
実

施
す
る
と
い
う
大
ま
か
な
区

分
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。

議
員

地
域
で
は
、
民
生
委

員
・
児
童
委
員
、
地
区
社
会

福
祉
協
議
会
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
さ
ま
ざ
ま

な
団
体
が
活
動
を
展
開
し
て

い
る
が
、
地
域
福
祉
に
お
け

る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
は

ど
う
進
め
て
い
く
の
か
。

健
康
福
祉
部
長

こ
れ
ら
の

福
祉
団
体
等
が
相
互
に
連
携

を
深
め
る
こ
と
で
、
地
域
の

福
祉
力
は
さ
ら
に
強
く
な
り
、

き
め
細
か
な
福
祉
活
動
が
可

能
と
な
る
。
そ
こ
で
、
町
内

福
祉
村
事
業
と
し
て
昨
年
七

月
か
ら
は
町
内
福
祉
村
の
拠

点
施
設
で
相
談
業
務
を
行
う

と
と
も
に
、
援
助
が
必
要
な

方
へ
の
サ
ポ
ー
ト
体
制
を
充

実
す
る
た
め
に
地
域
福
祉
コ

ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
を
配
置
し

て
い
る
。
こ
の
活
動
を
通
じ

て
団
体
相
互
の
連
携
を
図
り
、

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
を
し

た
い
と
考
え
て
い
る
。
地
域

の
各
種
団
体
の
連
携
が
深
ま

る
よ
う
に
、
市
と
し
て
は
町

内
福
祉
村
を
市
内
全
地
区
に

設
置
で
き
る
よ
う
、
働
き
か

け
て
い
き
た
い
。

議
員

市
民
病
院
の
初
診
時

特
定
診
療
費
の
改
正
に
係
る

提
案
が
さ
れ
て
い
る
が
、
改

正
の
経
緯
と
改
定
額
算
定
の

根
拠
を
伺
い
た
い
。

病
院
事
務
局
長

地
域
の
診

療
所
か
ら
本
院
へ
の
紹
介
率

上
昇
に
伴
い
、
紹
介
患
者
と

非
紹
介
患
者
の
間
で
患
者
負

担
額
に
格
差
が
生
じ
、
病
診

連
携
の
推
進
に
大
き
な
障
害

と
な
る
た
め
、
改
正
を
提
案

し
た
。
算
定
に
は
、
紹
介
患

者
の
紹
介
元
と
紹
介
先
（
本

院
）
の
負
担
同
等
額
を
非
紹

介
患
者
も
負
担
す
る
と
い
う

考
え
を
基
に
、
診
療
報
酬
で

定
め
る
診
療
所
で
の
初
診
料

と
紹
介
状
に
よ
る
診
療
情
報

提
供
料
、
本
院
初
診
時
の
紹

介
患
者
加
算
の
三
つ
の
合
計

額
に
患
者
負
担
割
合
を
乗
じ

て
得
た
額
を
基
礎
と
し
た
。

議
員

初
診
時
特
定
療
養
費

は
、
今
回
、
大
幅
な
引
き
上

げ
と
な
る
よ
う
だ
が
、
老
人

医
療
保
険
等
の
対
象
者
に
影

響
す
る
の
か
。

病
院
事
務
局
長

老
人
医
療

保
険
や
小
児
医
療
費
助
成
の

制
度
は
、
特
定
の
障
害
や
疾

患
に
着
目
し
た
も
の
と
は
認

め
ら
れ
ず
、
特
例
措
置
も
定

め
て
い
な
い
の
で
、
通
常
の

患
者
と
同
等
の
負
担
と
な
る
。

議
員

今
後
、
初
診
時
特
定

療
養
費
を
見
直
す
予
定
は
あ

る
の
か
。

病
院
事
務
局
長

今
回
の
条

例
改
正
案
で
は
、
初
診
時
特

定
療
養
費
の
算
定
基
礎
を
診

療
報
酬
に
置
く
た
め
、
診
療

報
酬
の
改
定
に
よ
っ
て
は
、

若
干
の
額
の
変
動
が
予
測
さ

れ
る
が
、
紹
介
患
者
と
非
紹

介
患
者
で
は
同
一
の
負
担
額

と
な
る
の
で
、
見
直
し
は
考

え
て
い
な
い
。

改
定
さ
れ
る
市
民
病
院
の
診
療
費

次次世世代代育育成成支支援援行行動動計計画画をを新新たたにに策策定定
患
者
負
担
額
の
格
差
を
解
消

児
童
福
祉
法
の
改
正

虐
待
防
止
の
体
制
は

整
備
進
む
町
内
福
祉
村

地
区
社
協
と
の
役
割
分
担
聞
く

団
体
相
互
の
連
携
図
り

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築

議
員

第
五
次
行
政
改
革
実

施
計
画
に
は
、
一
〇
園
あ
る

市
立
保
育
園
の
内
、
可
能
な

施
設
を
民
営
化
す
る
と
あ
る

が
、
民
営
化
の
理
由
を
聞
き

た
い
。

企
画
部
長

公
立
保
育
園
の

民
営
化
に
つ
い
て
、
本
市
で

は
保
育
所
待
機
児
解
消
の
た

め
、
社
会
福
祉
法
人
を
中
心

に
民
間
保
育
所
の
創
設
等
を

進
め
て
き
た
が
、
規
制
緩
和

に
よ
り
地
方
公
共
団
体
お
よ

び
社
会
福
祉
法
人
以
外
の
者

で
も
保
育
所
の
設
立
、
認
可

が
可
能
と
な
り
、
児
童
福
祉

法
諸
規
定
の
遵
守
、
適
正
な

長
期
安
定
的
運
営
が
義
務
づ

け
ら
れ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、

公
立
と
民
間
に
保
育
格
差
は

な
い
と
認
識
し
て
い
る
。
ま

た
、
次
世
代
育
成
支
援
対
策

交
付
金
制
度
の
導
入
に
よ
り
、

市
の
財
政
負
担
割
合
が
増
大

す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
効

率
的
な
保
育
所
運
営
の
在
り

方
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ

の
た
め
、
公
立
保
育
所
の
民

営
化
に
向
け
て
検
討
委
員
会

を
設
置
し
、
多
方
面
か
ら
検

討
を
進
め
て
い
き
た
い
。

三
月
定
例
会
で
は
六
件
の

審
査
が
行
わ
れ
た
。

請
願
一
号（
平
成
十
六
年
）

「
容
器
包
装
リ
サ
イ
ク
ル

法
の
見
直
し
を
求
め
る
意
見

書
」
提
出
を
求
め
る
請
願
で

は
、
こ
の
法
律
は
事
業
者
責

任
を
明
確
に
し
、
容
器
包
装

の
削
減
を
目
的
と
す
る
が
未

達
成
で
あ
る
。
自
治
体
の
処

理
費
負
担
は
増
大
し
て
お
り
、

法
律
を
見
直
す
こ
と
が
ご
み

の
抑
制
に
も
つ
な
が
る
の
で
、

採
択
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う

意
見
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
法

律
に
不
備
が
あ
る
と
思
わ
れ

る
が
、
収
集
保
管
等
の
費
用

を
製
品
価
格
に
含
め
れ
ば
、

経
済
全
体
に
影
響
が
及
ぶ
こ

と
に
な
る
。
循
環
型
社
会
の

推
進
は
、
リ
ユ
ー
ス
や
リ
サ

イ
ク
ル
等
の
優
先
順
位
を
決

め
て
進
め
る
べ
き
で
あ
り
、

不
採
択
と
す
べ
き
で
あ
る
と

い
う
意
見
も
あ
っ
た
。
採
決

し
た
結
果
、
不
採
択
と
す
べ

き
も
の
と
な
り
、
本
会
議
で

も
不
採
択
と
決
定
し
た
。

請
願
第
一
号

分
煙
ル
ー

ル
の
確
立
に
基
づ
く
街
づ
く

り
に
つ
い
て
の
請
願
で
は
、

喫
煙
場
所
の
明
確
化
等
、
分

煙
ル
ー
ル
を
確
立
し
、
実
施

し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
る

の
で
、
採
択
す
べ
き
で
あ
る

と
い
う
意
見
が
あ
っ
た
。
採

決
し
た
結
果
、
採
択
す
べ
き

も
の
と
な
り
、
本
会
議
で
も

採
択
と
決
定
し
た
。

請
願
第
二
号

サ
ー
ビ
ス

利
用
の
制
限
や
負
担
増
な
ど

の
介
護
保
険
改
正
に
反
対

し
、
改
善
を
求
め
る
意
見
書

提
出
を
求
め
る
請
願
で
は
、

請
願
内
容
を
慎
重
に
考
え
る

べ
く
、
継
続
審
査
と
し
た
い

と
い
う
意
見
が
あ
っ
た
。
ま

た
、
今
回
の
改
正
は
、
低
所

得
者
に
限
ら
ず
大
幅
な
負
担

増
と
な
る
の
で
、
採
択
す
べ

き
で
あ
る
と
い
う
意
見
も
あ

っ
た
。
一
方
、
心
情
的
に
分

か
る
面
も
あ
る
が
、
低
所
得

者
の
利
用
料
を
三
％
に
す
る

こ
と
は
、
多
方
面
に
影
響
を

及
ぼ
す
と
思
わ
れ
る
。
国
だ

け
で
な
く
、
市
や
被
保
険
者

の
負
担
が
増
え
る
と
い
う
観

点
か
ら
、
不
採
択
と
す
べ
き

で
あ
る
と
い
う
意
見
が
あ
っ

た
。
採
決
し
た
結
果
、
不
採

択
と
す
べ
き
も
の
と
な
り
、

本
会
議
で
も
不
採
択
と
決
定

し
た
。

請
願
第
四
号

「
（
仮
称
）

平
塚
袖
ヶ
浜
計
画
」
に
つ
い

て
の
請
願
お
よ
び
請
願
第
五

号

「（
仮
称
）
平
塚
袖
ヶ

浜
計
画
」
に
伴
い
損
な
わ
れ

る
地
域
の
景
観
の
保
存
、
生

活
環
境
の
保
持
を
求
め
る
請

願
は
一
括
審
査
を
行
っ
た
。

地
域
の
生
活
環
境
と
良
好
な

景
観
を
保
全
し
つ
つ
、
調
和

の
と
れ
た
ま
ち
な
み
を
確
保

し
て
欲
し
い
と
の
趣
旨
で
あ

り
、
行
政
は
こ
の
趣
旨
を
理

解
、
尊
重
し
て
事
業
者
へ
適

切
な
指
導
、
協
議
を
行
う
こ

と
を
求
め
て
、
趣
旨
採
択
と

し
た
い
と
い
う
意
見
が
あ
っ

た
。
採
決
の
結
果
、
趣
旨
採

択
す
べ
き
も
の
な
り
、
本
会

議
で
も
趣
旨
採
択
と
決
定
し

た
。な

お
、
高
齢
者
の
プ
ー
ル

使
用
料
減
免
を
求
め
る
請
願

は
、継
続
審
査
と
決
定
し
た
。

請請
願願
のの
審審
査査
概概
要要
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事業推進に市民意見の反映も

発
達
障
害
児
へ
の
支
援

一
貫
し
た
体
制
づ
く
り
が
必
要

（�）平成��年（２００５年）�月��日

子育て支援センター“スペシャル・ジョイフル・タイム”

ひらつか議会だより

市
立
保
育
園
の
民
営
化

多
方
面
か
ら
検
討
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